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和解による訴訟の解決及び特別損失の計上に関するお知らせ 

 

 当社は、株式会社エターニティ（以下、原告）より提起されていました店舗（東京都葛飾区新

小岩一丁目）の建物明渡等請求訴訟について、平成 23 年７月 20 日付で訴訟上の和解が成立いた

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

１．訴訟の提起から和解に至るまでの経緯 

当社は、新小岩北の屋ファーストビル１Ｆから４Ｆ（以下、本件建物）のテナントとして、

平成 13 年３月にカラオケ店舗を開業し営業してまいりました。その後、カラオケとの相乗

効果を期待して平成 18 年３月に本件建物の２Ｆを居酒屋業態に変更し、その店舗オペレー

ションを当社が出資する居酒屋運営会社に委託しておりましたが、原告より当該委託行為が

賃貸借契約に抵触するとの指摘があり、建物明渡を求められ、平成 21 年４月 23 日に東京地

方裁判所に提訴されました。 

当社と原告は、話し合いを続けた結果、当社と原告との間の賃貸借契約を合意解除し、本

件建物を明け渡すことで合意し、東京地方裁判所において訴訟上の和解が成立いたしました。 

 

２．和解の相手方 

（1） 名 称 株式会社エターニティ 

（2） 所 在 地 東京都江戸川区興宮町 10 番１号 

（3） 代表者の役職・氏名 代表取締役 宇田川 竜一 

 

３．和解の主な内容 

・ 平成 23 年７月末日付で原告と当社との間の本件建物に係る賃貸借契約を合意解除する。 

・ 当社は、平成 23 年 11 月末日までに本件建物の原状回復工事を当社の負担にて行った上で

明け渡す。 

・ 当社は、平成 23 年８月１日から本件建物の明渡済までの期間、月 682 万 5000 円の賃料相

当損害金を原告に支払う。 

・ 原告は、本件建物の明渡完了と引き換えに入居保証金 52 百万円を当社に返還する。 

 

４．今後の見通し 

当社は、本件建物の明渡により、店舗設備の除却額 80 百万円と原状回復費用の見積額 80

百万円の特別損失を計上いたします。当該特別損失の業績に与える影響につきましては、平

成 22 年 10 月５日に公表いたしました平成 23 年８月期の通期の業績予想に想定額として織

り込んでおりますので、影響は軽微であります。 

以 上 

 


